
令和４年度原子力規制委員会主要事業説明資料集 
 

○核セキュリティ対策の推進と保障措置の着実な実施 

 1 エネ特 核物質防護検査体制の充実・強化事業 1.7 億円（新規） p.1 

 2 一般 保障措置の実施に必要な経費 37.8 億円（33.9 億円） p.2 

 3 エネ特 大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究事業 3.7 億円（0.9 億円） p.3 

 
○原子力規制の厳正かつ適切な実施と技術基盤の強化 

 1 エネ特 
シビアアクシデント時の放射性物質放出に係る規制高度化研究事業（東京

電力福島第一原子力発電所事故分析結果の反映） 
10.3 億円（新規） p.4 

 2 エネ特 実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業 10.8 億円（10.3 億円） p.5 

 3 エネ特 原子力安全情報に係る基盤整備・分析評価事業 2.6 億円（2.3 億円） p.6 

 4 エネ特 原子力施設における外部事象等に係る安全規制研究事業 14.0 億円（13.6 億円） p.7 

 
○放射線防護対策及び緊急時対応の的確な実施 

 1 一般／エネ特 原子力災害等医療実効性確保事業 5.9 億円（6.1 億円） p.8 

 2 エネ特 原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業 36.4 億円（35.9 億円） p.9 

 3 エネ特 緊急時モニタリングの体制整備事業 8.9 億円（9.5 億円） p.10 

 4 エネ特 放射線監視等交付金 60.9 億円（67.1 億円） p.11 

 
○独立性・中立性・透明性の確保と組織体制の充実 

 1 エネ特 原子力検査官等研修事業 4.0 億円（4.0 億円） p.12 

 2 エネ特 プラントシミュレータ研修事業 2.6 億円（2.6 億円） p.13 

 3 エネ特 原子力の安全研究体制の充実・強化事業 5.9 億円（9.2 億円） p.14 

 4 一般 原子力規制人材育成事業 3.3 億円（3.0 億円） p.15 

 
○東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の安全確保と事故原因の究明 

 1 復興 放射性物質環境汚染状況監視等調査研究に必要な経費 11.9 億円（12.1 億円） p.16 

 2 エネ特 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に係る安全研究事業 10.6 億円（10.8 億円） p.17 

 3 復興 環境放射線測定等に必要な経費 15.0 億円（14.5 億円） p.18 

 



＜事業の背景・内容＞

柏崎刈羽原子力発電所のテロ対策（核物質防護）不備事案を契機とし、原子力
施設の核物質防護の徹底が社会的要請となっていることを踏まえ核物質防護検
査の抜本的強化に向けて以下の事業を行う。

① 高機密性情報ネットワークの広域的な接続

核物質防護に関する資料やデータは機密性が高い（機密性３）ため持ち運びや
データ送受信が困難だが、本庁舎内で運用する高機密性情報ネットワークをクロ
ーズドな専用線と暗号化で更新強化し、極めて秘匿性の高い通信ネットワークと
して広域的に接続可能とすることにより、核物質防護情報をバックアップを含め
遠距離間で即時共有する通信基盤を確立する。

② 本庁舎と現場の検査官を一体化する専用端末の配備

強化した高機密性情報ネットワークの通信基盤上で使用する専用端末を本庁
舎と発電所内の検査官事務所等（ＰＣ端末）、検査官（モバイル端末）に配備し、
検査官が映像、音声、位置情報等を活用しながら広大な原子力施設内を同時多
面的に検査し、その検査情報の重要度を専用グループウェアの機能（Web会議、
ファイル共有等）を活用して、本庁舎及び発電所内の検査官事務所等の検査官
がリアルタイムで評価する高度な核物質防護検査を実現する。

③ 高度な核物質防護検査に必須な環境整備

原子力規制事務所等の検査官が核物質防護検査を日常的に実施するために
必要な発電所内の検査官事務所の防護対策（高機密書類保管庫等）を行う。

核物質防護検査体制の充実・強化事業
１．７億円（新規）※令和３年度補正予算 １１．５億円

担当課室：核セキュリティ部門、情報システム室

原子力規制庁本庁舎（東京）

原子力規制事務所等（地方）

検査官

（既実施、年２回）

検査官

（新規、毎日）

＜原子力施設＞※高機密性情報を扱う環境を整備済み

【核物質防護検査（原子力規制検査）のスキーム】

※高機密性情報を扱う環境を今後整備

＜具体的なイメージ＞

本庁舎（核セキュリティ部門）

高機密性
情報NW

検査官事務所等

防護対策

高機密性情報NW
広域的な接続

閉域NW / 専用線
＋暗号化

原子力施設

検査官

専用端末

検査官

映像、音声
位置情報等
同時多面的

な検査

検査情報の
重要度を

リアルタイムで
評価

専用端末

専用端末

検査官

検査官

バックアップ

専用端末
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＜事業の背景・内容＞

【背景】

○我が国は、日・IAEA保障措置協定及び追加議定書に基づき、国際

原子力機関（IAEA）の保障措置を受入れ、国内にある核物質が核

兵器その他の核爆発装置に転用されていないことについて、IAEA

の確認を得ることが義務づけられています。この国際約束を実施す

るため、原子炉等規制法に基づく原子力施設への査察等の保障措

置を実施しています。

○IAEAは、全ての対象国について行った保障措置活動の実施結果か

ら、毎年、保障措置結論を導出しております。

我が国は、「国内の全ての核物質が平和的活動の中にとどまってい

る」との結論をこれまで継続して受けており、引き続き、同様の結果

が得られることを目指します。

【内容】

○事業者から計量報告を徴収し、IAEAへ申告を行うとともに、IAEAと

共に施設等への査察を実施しています。

保障措置の実施に必要な経費
３７．８億円（３３．９億円）※令和３年度補正予算 １．２億円

担当課室：放射線防護企画課 保障措置室

＜条件（対象者、対象行為、補助率等＞

国 交 付 指定保障措置検査等実施機関国 委 託 指定情報処理機関

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

【保障措置の実施体制について】
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＜事業の背景・内容＞

【背景】

○日本原燃株式会社が現在建設中の大型MOX
燃料加工施設については、日・IAEA保障
措置協定に基づく保障措置を実施するた
め、当該施設の核物質が核兵器等に転用
されていないことを確認するための保障
措置機器及び評価システムを、建設工事
の進捗状況に合わせて順次導入すること
が必要です。

【内容】
○大型MOX燃料加工施設では、大量のバルク
（粉体及びペレット）核燃料物質が取り
扱われるため、本施設に特化した核燃料
物質の在庫量や移動量を自動及び非破壊
で測定・評価する装置・システムを開
発・導入します。

○建設工事の進捗状況に合わせて、これま
でに開発した機器等が所期の能力に達す
ることができるように、適切な据付・調
整に入ります。

大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究事業

３．７億円（０．９億円）

担当課室：放射線防護企画課 保障措置室

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

国 委 託 民間団体等

＜条件（対象者、対象行為、補助率）＞
○令和４年度における実施予定内容
①保障措置機器架台の詳細設計・製作等
②保障措置機器の性能確認試験等

①

FRVS

①①②

①②

①②
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＜事業の背景・内容＞
○東京電力（株）福島第一原子力発電所事故から１０年が経過し、

追加的な調査・分析結果を「東京電力福島第一原子力発電所事故の

調査分析に係る中間取りまとめ」として発行しました。今回の調

査・分析により得られた最新知見を規制に取り入れることが急務と

なります。本事業では、事故再発防止のため、水素爆発や格納容器

破損防止対策への更なる規制要件化に向けた調査・研究をします。

○福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、放射性物質の放出を

低減するフィルタ・ベントが設置されます。現行の防護措置（避難、

屋内待避等）を判断する基準では、フィルタ・ベント等を用いた管

理放出シナリオが考慮されていないため見直しが必要です。また、

福島第一原子力発電所事故の教訓から不要な避難による住民への過

大な負荷、避難中の被ばくを防ぐことが求められます。本事業では、

周辺公衆への健康影響低減のために、防護措置の判断基準の見直し

や実効的な防護措置の枠組みを構築するための調査・研究をします。

シビアアクシデント時の放射性物質放出に係る規制高度化研究事業
（東京電力福島第一原子力発電所事故分析結果の反映）

１０．３億円（新規）
課室：シビアアクシデント研究部門

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

福島第一原子力発電所事故の調査分析による新たな課題分析に取

り組むとともに、その結果から得られる規制基準への反映、防護

措置の検討に活用します。

＜期待される成果＞

○福島第一原子力発電所事故の要因分析により、事故再発防止の

ための規制基準へ反映できます。

○周辺公衆への健康影響低減のため、適切な判断基準による防護

措置の知見によって、効果的な防護措置が制定できます。

水素爆発に
関する課題

屋内退避 避難

防護措置に関する課題

規制基準への反映 防護措置の検討に活用

オンサイト オフサイト

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

国 民間団体等
委託・請負

放射性物質の放出に関する課題
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＜事業の背景・内容＞
○原子力規制委員会は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則」に基づき運転期間延長認可申請書の審査、事業者が実施

する高経年化技術評価に係る妥当性の確認を行います。令和6年

度には、初めての50年目の高経年化技術評価の審査が開始されま

す。このためにも、常に最新の技術動向を踏まえて知見を蓄積し、

評価手法を検証することが求められます。

○本事業では、発電所の安全性の低下を引き起こす可能性のある経

年劣化事象に着目しています。本事業の目的は、国内で廃止措置

中の原子力発電所等から、着目した経年劣化事象に係る実機材料

を採取して試験・分析を行い、既存の劣化評価手法の妥当性を検

証するとともに、経年後の機器の健全性に関する知見を蓄積する

ことです。

○これらの課題に取り組むため、以下を実施します。

①電気・計装設備の健全性評価に係る研究

②炉内構造物の健全性評価に係る研究

③原子炉圧力容器の健全性評価に係る研究

④ステンレス鋼製機器の健全性評価に係る研究

⑤材料劣化等の高経年化対策技術に係る継続的な情報収集

実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業
１０．８億円（１０．３億円） 担当課室：システム安全研究部門

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

国 民間団体等

委託・請負

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査等において、
必要となる知見・技術等の抽出（戦略的に重要な研究を実施）

上記を踏まえ、実施すべき研究及び技術調査の実施

評価手法等の技術的妥当性を検証し、
新たな評価手法の策定など、知見を整備

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査に活用・反映

ケーブルの絶縁材
（①、⑤）

炉内構造物の
ステンレス鋼（②、⑤）

原子炉圧力容器（③、⑤）

請負での調査や学術会議
などに参加し情報収集

実機材などの材料特性を
収集・分析・評価

学術会議などで発表、論文、
技術報告書などの作成

主な対象機器及び材料（PWR)

冷却材ノズル等の低合金
鋼及び炭素鋼（⑤）

コンクリート構造物（⑤） １次冷却材管の
ステンレス鋼鋳鋼（④、⑤）

ケーブル
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＜事業の背景・内容＞

○安全の追求に終わりはないとの考えのもと、最

新の科学的・技術的知見に基づく規制基準等の

継続的見直しを進めていくことが重要です。

○こうした最新の知見は海外の事故トラブル情報

等から得られるものであるため、本事業では、

これらの情報を収集し、分析することで、我が

国の原子力規制に反映すべきと思われる事項を

抽出し、技術情報検討会※への報告事例の選定

を実施します。

○また、収集した情報をデータベース化すること

で職員間の情報共有はもとより、IAEA等の国際

機関との規制情報の情報交換等の有益なツール

として活用します。
技術情報検討会：本事業等により収集・分析された国内外の原子力施
設の事故・トラブルに係る情報、海外における規制の動向、審査・検
査の経験等から得られた各種最新の科学的・技術的知見を国内の規制
に反映させる必要性の有無について検討を行う場。担当原子力規制委
員会委員及び原子力規制庁幹部等により組織されます。

原子力安全情報に係る基盤整備・分析評価事業
２．６億円（２．３億円）

課室：原子力規制企画課

国 民間団体等
請負等

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

安全情報
データベース

③規制に反映すべきと思われる事項を抽出
技術情報検討会での検討事項を選定

技術情報検討会
（担当委員、規制庁職員により構成）

原子炉安全専門審査会
核燃料安全専門審査会
（有識者により構成）

報告等

原子力規制委員会
（対応方針の意思決定）

②データベースへの登録

④職員間
IAEA等との
情報共有等

事業範囲

海外規制情報

事故トラブル情報

①情報収集

安全研究による検討

助言
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＜事業の背景・内容＞

○ 地震・津波等の外部事象に対する原子力施設の適切な安全規制を実施

するには、常に地震・津波等に係る最新知見を取得し、規制基準に反映さ

せていく必要があります。また、審査において事業者が行う原子力施設に

対する地震・津波等の影響に関する評価結果の妥当性を確認するためには、

国自らが技術的判断を行うためのエビデンスを持つ必要があります。

○ 原子力施設のリスク評価を行う上で、地震・津波等のハザード（発生

源と作用）とフラジリティ（施設への影響）双方の評価に係る不確かさを、

調査・研究を通じて、適切に取り入れていくことが極めて重要です。

① 地震・津波ハザード（発生源と作用）関連研究

地震・津波の発生源の規模及び頻度、並びにその作用（地震動及び津波

水位）に係る評価モデルの不確かさに関する知見の拡充を行います。特に、

震源断層浅部の破壊による地震動への影響評価、既往の巨大地震による津

波の発生源及び浸水範囲の調査・研究を行います。

② 地震・津波等フラジリティ（施設への影響）関連研究

地震・津波等の外部事象が施設や設備へ与える損傷度合いの評価に係る

知見の拡充を行います。特に、津波時の海域の地形効果による防潮堤作用

波力への影響評価、過去に大きな地震を受けた設備の耐力への影響評価、

地震時の液状化による施設への影響評価及び事故による高温状態の影響を

受けた建屋の耐震評価、また、飛翔体衝突による地下構造物や実在施設の

形状を摸擬した構造物等の耐衝撃評価等の調査・研究を行います。

③ 地震・津波等研究知見の収集･蓄積

国内外の耐震・耐津波研究で得られた知見の収集･蓄積を行います。

④ トラブル原因究明に係る安全実証解析

事故トラブルの現象再現や原因究明のための安全実証解析を行います。

原子力施設における外部事象等に係る安全規制研究事業

１４．０億円（１３．６億円）
担当課室：地震・津波研究部門

＜事業の全体像＞

震源断層浅部の影響評価

飛翔体衝突

構造物の損傷
評価

防
潮
堤

施設の
耐衝撃評価

地震の規模や発生
頻度に関する評価

施設・設備の
耐震評価

津波評価
施設

設備

地震動評価

防潮堤の津
波影響評価

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

• 規制基準の見直し、関連ガイドの策定や見直し、個々の審
査等に活用します。

• 地震・津波時の原子力発電所のリスク評価手法の精緻化と
これを用いた原子力規制検査の信頼性向上に貢献します。

③ 地震・津波等研究知見の収集･蓄積

④ トラブル原因究明に係る安全実証解析

①地震・津波ハザード関連
研究

②地震・津波等フラジリ
ティ関連研究

国 民間団体等
委託等

＜条件（対象者、対象行為）＞
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＜事業の背景・内容＞
【背景】
○東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ、被
ばく医療体制を抜本的に見直し、平成２７年８月に原子力
災害対策指針の改正を行うとともに、高度被ばく医療支援
センター及び原子力災害医療・総合支援センターの指定を
行いました。その後、平成３０年度の原子力災害対策指針
の改正では、高度被ばく医療支援センターの中で中心的・
先導的な役割を担う基幹高度被ばく医療支援センターを新
たに設けることなどで、効果的かつ総合的な機能強化を行
いました。

〇しかしながら、依然として原子力災害医療を志す医師等の
医療従事者は限られており、原子力災害時における医療提
供体制そのものの維持が困難となっている状況であるた
め、教育研修、訓練等を通じて専門人材の育成に取り組ん
でいます。

【内容】
〇原子力災害対策特別措置法に規定される原子力災害時の医
療体制を持続的に維持していくためには、高度専門人材を
配置し、知見や技能を維持し続けることが必要不可欠であ
ることから、高度専門人材を確保・育成することで原子力
災害対策の実効性の向上及び機能強化を図ります。

〇高度専門人材が専門研修等を行い、被ばく医療分野の裾野
を広げることで原子力災害時の医療提供体制を強化します。

原子力災害等医療実効性確保事業（第二期）
一般会計分０．２億円（０．２億円）特会分５．９億円（６．１億円）

課室：放射線防護企画課、放射線規制部門

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞
（１）高度被ばく医療支援センター等施設設備整備事業
高度被ばく医療支援センター（基幹を含む）及び原子力
災害医療・総合支援センターに対して、放射性物質の体
内除去を促進させ、内部被ばくの影響を軽減させる治療
等に必要な専門的な資機材等の整備を行います。

（２）原子力災害医療研修・訓練等事業
・地域における研修等の講師や中核となる専門人材を育
成するための専門研修や防災訓練等を質的量的に強
化し実施します。

（３）原子力災害医療体制実効性確保等事業
・原子力災害医療体制の連携強化を図ります。
・支援センターの機能強化により、原子力災害時医療体
制の更なる充実化、高度化を図ります。
・統合原子力防災ネットワークの維持管理を行います。

（４）原子力災害医療高度専門人材確保育成事業
・被ばく医療分野の知識やスキルを保持・蓄積・伝承する
ため、高度専門人材を配置して被ばく傷病者受入れ時
の初療手順の構築、マニュアル化等を実施します。
・支援センターの専門人材向けに高度専門研修を行いま
す。

（５）RI被ばく傷病者対応研修等放射線防護措置研修事業
（一般会計分より支出）
・RI施設において被ばく傷病者が発生した際に、被ばく傷
病者を医療機関が円滑に受け入れられるよう、事業者・
救急搬送機関・医療機関の対応能力の向上及び連携
強化を図ることを目的として、これまでの事業成果を踏
まえ、必要に応じて研修テキストを見直し、研修を実施
します。

基幹高度被ばく医療支援センター
高度被ばく医療支援センター

原子力災害医療・総合支援センター 等
国 補 助

委託（一般会計）

＜事業の背景・内容＞
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事業の背景・内容

○事業の背景

原子力施設において、緊急事態が発生した場合には、住民の

安全確保等の応急対策を迅速に講じる必要があることから、

国、自治体、原子力事業者等が迅速かつ的確に情報を収集・

共有し、意思決定を図るために、緊急時対策拠点の通信設備

等の整備維持管理を行うとともに、より強化を図ることが必要

です。

○事業の内容・実施項目

緊急時の対策拠点となる官邸、原子力規制庁緊急時対応セン

ター （ERC） 、現地対策本部の拠点となるオフサイトセンター

（OFC）等を結ぶ通信設備（統合原子力防災ネットワークシステ

ム）、プラント情報の収集等を行う緊急時対策支援システム

（ERSS） 等の整備維持管理及びその強化を図ります。

［今回必要となる強化のポイント］
• 統合原子力防災ネットワークシステム更改に係る意見招請・

調達支援業務

• ERSS更改に係る計画・企画策定業務

具体的な成果イメージ

緊急時における対策拠点の通信設備等の整備維持管理

ＴＶ会議システム等通信設備 ＥＲＳＳによるプラント情報表示イメージ

原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業
３６．４億円（３５．９億円）

担当課室：総務課 情報システム室
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＜事業のスキーム＞

＜具体的な成果イメージ＞

＜事業の背景＞

○ 原子力災害対策指針では、原子力災害時に防護措置を実

施する判断の基準として空間放射線量率等計測可能な値で

表される運用上の介入レベル（ＯＩＬ）が設定され、これに基

づき必要な措置の判断を行い迅速に対応できる意思決定の

枠組みが示されています。その緊急防護措置の判断材料の

提供等のため、国、地方公共団体等が連携して、原子力災

害が発生した直後から緊急時モニタリングを実施することと

しています。

○ また、国は、緊急時モニタリングの結果の集約及び迅速な

共有のための仕組みを整備するとともに、その結果を分かり

やすく公表することとしています。

＜事業の内容＞

○ 緊急時モニタリングを含む環境放射線モニタリングの結果

の集約・共有・公表を効率的に実施できる情報システムを必

要なときに適切に利用できるよう、維持管理を行います。ま

た、より実用性を高めるためシステムの改修を行います。

○ 緊急時に備え、緊急時モニタリングに必要な資機材等の維

持・管理等を行います。

○ 緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した緊急

時モニタリングセンター等の体制の整備・維持を行うとともに、

体制の強化を図ります。

緊急時モニタリングの体制整備事業
８．９億円（９．５億円）※令和３年度補正予算 ０．９億円

担当課室：監視情報課

国 民間団体等委託・請負

＜自治体等＞

可搬型モニ
タリングポス

ト

走行
サーベイ

サーベイ
メータ

テ
レ
メ
ー
タ

等

緊急時モニタ
リングセン
ター等
現地拠点

官邸

モニタリン
グポスト

原子力規制
庁緊急時対
応センター

情
報

共
有

放射線モニタリング
情報共有・公表システム

情
報

共
有

緊急時における迅速な判断・意思決定に資する

表示・公表
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地方公共団体は原子力発電施設、サイクル施設又は

試験研究炉等の周辺における放射線量の影響を調査す

るため、原子力発電施設等周辺のリアルタイムによる空

間放射線量率の測定及び空気中、水中その他の環境に

おける放射性物質の濃度変化の状況の調査を、平常時

から緊急時に至るまでシームレスに実施します。平常時

においては調査結果の情報公開や変動要因の解明に

関する調査研究を含めた周辺住民への安全性に関する

情報提供を行い、緊急時においては住民の避難、屋内

退避等の防護実施の判断に必要な情報を提供します。

環境放射線モニタリングで得られる正確なデータは住民

の安全確保に欠かせないものであり、国は地方公共団

体に対して、僅かな変化も逃さない放射線監視体制を構

築するために必要となる施設、設備及び備品を整備し、

インフラを維持・管理するための財政支援を行います。

放射線監視等交付金
６０．９ 億円 （６７．１億円） ※令和３年度補正予算 ２５．１億円

担当課室：監視情報課 放射線環境対策室

事業の背景・内容

事業のスキーム

具体的なイメージ

国 交付 立地道府県等

〇空間放射線量測定
放射線監視のためのテレメータシステムを配備し、原子力発電施設等周辺の空
間放射線量を常時、監視します。

〇環境試料の放射能測定
原子力発電施設等の周辺で環境試料（土壌、雨水、海水、農産物、海産物等）
を採取し、放射性物質の測定・分析を行います。

データベースサーバ

集計・加工サーバ
データ転送サーバ

放射線監視施設

住民向け表示

モニタリングポスト

インターネット上での
公開

モニタリングカー
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＜事業の背景・内容＞

○原子炉等規制法の改正により、原子力規制委員会が事業者

の保安活動全般を常時チェックできるよう検査制度の見直し

を行い、令和2年度から新たな制度が開始されました。

○原子力安全人材育成センターでは、新たな検査制度に対応

しうる原子力検査官の力量を担保するため、米国の制度も参

考にして、国際的に遜色のない原子力検査官の育成・資格審

査の仕組みを整備しています。

○本事業においては、原子力検査官を含む原子力規制委員会

職員の育成のために整備した仕組みに基づく、研修の実施、

より高度な専門性を有する人材の育成に係る研修カリキュラ

ムや研修教材の開発・整備、調査等を行うとともに、原子力

施設の主要機器模型等を活用した実践的な訓練を実施し、原

子力検査官等の専門能力や規制業務の専門性を高め、原子力

の安全確保に貢献します。

○また、国が整備した訓練施設の運営及び設備の維持管理業

務等、訓練実施環境の整備を行います。

原子力検査官等研修事業
４．０億円（４．０億円）

課室：原子力安全人材育成センター

＜事業のスキーム＞

国

委託・請負

民間団体等

検査官等の育成・資格認定の仕組みに基づく研修

の実施や研修教材等の開発・整備

原子力規制に関する人材育成に資する調査業務

訓練施設の運営・維持管理

訓練設備を活用した実践的な研修の実施

• 原子力発電所機器保全に係る検査実習
• 原子力発電施設の主要機器モデル実習
• 非破壊検査実習 等

＜具体的な成果イメージ＞

（資格付与に係る教育訓練のイメージ（基本資格））

教
育
訓
練
課
程

（
集
合
研
修

）

資

格

付

与

訓
練
課
程
修
了

継
続
教
育
訓
練
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＜事業の背景・内容＞

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、

原子力規制委員会職員として原子力の安全規制に携わる

人材の専門能力向上を図るために整備した研修用プラン

トシミュレータを活用することにより、原子炉の動特性

を理解し、プラント状態の適切な認知と把握及び安全・

管理リスクを推測できる能力を身に付けた人材を育成す

ることを目的としています。

○ 新規制基準に基づく安全対策の仕組み、事故時のプラン

ト状態や進展予測のための実践的な研修を行うために、

整備したシミュレータの保守管理、改造等を行います。

○ 新検査制度に基づく各種検査能力の向上及び実践力を高

めた人材の拡大のために、専門訓練機関の知見を活用し

た研修と研修用プラントシミュレータ研修を組み合わせ

た研修を実施します。

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

国 民間団体等
委託・請負

（研修用プラントシミュレータ及び研修実施風景）

プラントシミュレータ研修事業
２．６億円（２．６億円）

課室：原子力安全人材育成センター
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＜事業の背景・内容＞

• 原子力規制委員会では、研究機関や大学等、外部へ

の委託・請負を中心に安全研究を行っているため、

研究職員が携わる内容が制限されることや研究ノウ

ハウが蓄積されにくいこと等の課題があります。

• そこで、原子力規制に必要な知見の整備及び研究職

員の人材育成により研究体制の充実化を図るため、

研究の在り方を見直し、技術支援機関（ＴＳＯ）で

ある日本原子力研究開発機構等との連携を強化する

など共同研究体制の充実・強化を図り、審査・検査

等の規制ニーズに機動的に対応した安全研究の実施、

研究職員の研究ノウハウの蓄積を行います。

原子力の安全研究体制の充実・強化事業
５．９億円（９．２億円）

課室：技術基盤課

＜主な研究テーマ＞

地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備の
フラジリティ評価に関する研究

振動台の上に試験体を乗せ
衝撃力に相当する振動を与える

設備がどの程度の衝撃力で
損傷するかを調べる

飛翔体の衝突に対する設備の
健全性の確認に資する

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

国 民間団体等

共同研究協定を
締結

研究の成果

共同で研究

試験体

振動台

試験体

衝撃力

＜共同研究のプロセス＞

実験・検証・解析

アウトカム

・今後の原子力規制を支え
る高度な研究能力を持った
職員の育成

・審査・検査等の規制ニー
ズに対応した知見やデータ
の提供
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＜事業の背景・内容＞

○本事業では、広く原子力安全・原子力規制に係る人材を確

保・育成し、原子力規制を着実に進めていくために、平成

２８年度から大学等が行う原子力規制人材の育成に係る教

育の取組を補助してきました。（補助期間：３～５年、補

助額：年間１０００～３０００万円程度）

○令和４年度は、令和２年度行政事業レビュー公開プロセスに

おける指摘事項を踏まえ、委託も活用して事業効果の把握・向

上に努めつつ、令和２、３年度採択事業の継続補助を行うと

ともに、人材確保が必要な類型で新規採択を行います。

＜事業のスキーム＞

＜実施体制＞

原子力規制人材育成事業
３．３億円（３．０億円）

課室：長官官房人事課

○事業類型

（１）原子力規制委員会が定めた規制基準等に関連する科学的・技術
的知見を、原子力施設の設計・管理や安全確保に着実に適用でき
る人材を育成するための教育研究プログラム（安全規制（Safety）の
みならず、核セキュリティ（Security）、保障措置（Safeguards）も含む）

（２）国際的な仕組みや国際標準の検討に参画し、我が国で実施され
ている原子力規制に最新の国際的な知見を取り入れるための教育
研究プログラム

（３）東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた、中長期
的な廃炉技術、環境モニタリングなどを、原子力規制の観点を十分
に取り入れた技術とするために必要な知見に関する教育研究プロ
グラム

（４）原子炉のみならず、多様な放射線利用と人間・環境・放射線との
関わり、放射線防護などに関する知識・実践にかかる教育研究プロ
グラム

（５）他の分野（地震・津波・火山等の自然科学、一般産業の安全に関
わる理工学、リスクコミュニケーション等の社会科学など）の技術や
知見を原子力規制や原子力安全に活かすことができる人材を育成
するための、分野横断的な学際的教育研究プログラム

※特に、（１）～（４）を受託した大学は、学内他学部・学科、他大学との
連携により（５）のプログラムに取り組むことを推奨

○委託による実施内容

①採択事業の効果を測定するための効果的かつ測定可能なアン
ケート手法の調査・開発、②採択事業者（大学等）意見交換会の企
画・運営、③外部有識者による検討会の企画・運営、④採択事業の
広報支援等を委託することにより、事業の効果向上を図る。

原子力規制委員会

大学、国立研究開発法人等

公募 応募
採択・補
助金交付

国

補助金交付（定額） 大学等

委託 民間団体等

民間団体等

委託
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放射性物質環境汚染状況監視等調査研究に必要な経費
１１．９億円（１２．１億円）

担当課室：監視情報課

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

事業のスキーム

国

委託

研究機関、民間団体等

＜事業の背景・内容＞

○今後必要な除染箇所の確認など、被災地の復旧・復興や
被災地の住民の安心のため、東日本大震災による東京
電力福島第一原子力発電所事故の影響について、環
境中の放射能の測定及び情報提供を行います。

事業のイメージ

原子力規制委員会

（１）環境モニタリング情報の公開
－環境モニタリングホームページの運営

（２）東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の

中長期的な推移の把握等
－地上からの空間線量率等のモニタリング
－航空機による空間線量率のモニタリング
－閉鎖的海域におけるモニタリング
－処理水放出に伴うモニタリング

農林水産省

・農産物・農地等のモニタリング

○農産物・農地等のモニタリング
（農林水産省実施分）

※ 復興庁で一括計上し、各省に配分

○地上からの空間
線量率等のモニタ
リング

等

・今後必要な除染箇所の確認、被災地の復旧・復興や住民
の安心に必要な情報を提供

・放射性物質による環境の汚染状況の監視、把握

○航空機による空間
線量率のモニタリ
ング

○閉鎖的海域におけるモニタリング
○ALPS処理水の海洋放出に関連する海域
モニタリング
○IAEAとの試験所間比較分析

○環境モニタリング
ホームページの運営
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東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に係る安全研究事業
１０．６億円（１０．８億円）

課室：システム安全研究部門

＜条件（対象者、対象行為、補助率等）＞

国 民間団体等
委託・請負

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

図2 試験炉における燃料デブリ模擬体を用いた実験の進め方

成分や形状の
異なるデブリ

試験炉での
現象の再現

炉心タンク

装荷

実験用ウラン燃料棒及び構造材棒

可動装荷物駆動装置

燃料デブリ
模擬体

解析コードを用いて安全に取り出せ
る燃料デブリ（図1）の量を評価

試験データによる解析コードの妥当性確認及び基礎データの高度化

図1 模擬燃料デブリ

（ドイツでの試験）

試験炉による
データ取得

＜事業の背景・内容＞

○東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業においては、

燃料デブリ(核燃料と炉内構造物やコンクリート等が溶融

し再度固化したもの)（図1）をはじめ、サイト内の多様

な放射性廃棄物等を安全に取り扱わなければなりません。

このような放射性廃棄物等の処理・管理・輸送に係る規

制当局としての技術的な着眼点を抽出するため、調査・

解析・実験を実施することで、廃炉作業の安全性向上に

資する基礎データを取得します。さらに、燃料デブリに

ついてはその性状の組合せを考慮した慎重な管理が必要

であることから、試験データを取得し、解析コードを開

発することで、安全に取り出せる燃料デブリの量を評価

します。(図2)

〇廃炉作業の進捗に伴い可能となった現地調査や事故試料

分析などを行うことで、継続的に事故の原因究明を行い、

廃炉作業の安全性や今後の原子力規制の向上に資します。

国会・政府事故調において引き続き検証等が必要とされ

た事項等について詳細な分析・評価を行うとともに、事

故時の放射性物質の漏えい経路等の事故の原因究明に資

する知見を取得します。
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●東京電力福島第一原子力発電所の事故対応として、周辺
地域の早期環境回復及び生活環境に対する住民の不安を
払拭するため、平成23年から25年にかけて福島県を中心に
モニタリングポスト（可搬型モニタリングポスト及びリアルタイ
ム線量測定システム）を整備した。当該モニタリングポスト等
の安定した稼働の維持、再配置、稼働状況調査等を行い、
測定した放射線量を公表し、国民に対して情報を継続して提
供している。

●令和元年5月の原子力規制委員会で、当該モニタリングポ
ストを当面存続させることが決定された。当該モニタリングポ
ストは、既に耐用年数を経過しておりかつ、一部のモニタリン
グポストはその製造も終了している。今後も安定した稼働を
維持するため、機器の更新（部分的及び全面）を令和3年度
から実施している。また、令和8年3月には現行の通信方式（
3G）がそのサービスを終了するため、当該年度までに通信方
式の変更を完了させる予定である。

環境放射線測定等に必要な経費
１５．０億円（１４．５億円）

担当課室：監視情報課 放射線環境対策室

事業の背景・内容 具体的なイメージ

リアルタイム線量測定システム
（福島県内 2,929台）

可搬型モニタリングポスト
（福島県内 578台・福島隣県 130台） ウェブサイト上で測定結果を公表

○リアルタイム線量測定システム データサーバ

第３世代（３G）：
R８.３終了

○可搬型モニタリングポスト

R4年度：部品供給が途絶える
316台を全面更新

R5年度以降：150台を全面更新
残りは、主要部品の交換
（部分的更新）

R5年度以降：主要部品の交換
（部分的更新）

通信方式変更（R7年度までに実施）
対象：全面更新した機器以外の全ての機器
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